
 

 

 

 

 

 

 

中村
なかむら

 慈美
よ し み

 

 
税理士 

 

 

 

 

 

 

今井
い ま い

 政介
せいすけ

 

 
アソシエイト 

弁護士 

 

 
本ニューズレターは法的助言を目的するものではなく、個別の案件については当該案

件の個別の状況に応じ、弁護士・税理士の助言を求めて頂く必要があります。また、本

稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所又は当事務所のクライ

アントの見解ではありません。本ニューズレターに関する一般的なお問合せは、下記ま

でご連絡ください。 

 

西村あさひ法律事務所 広報室 

(電話: 03-5562-8352  E-mail: newsletter@jurists.co.jp) 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2013  
- 1 -

本ニューズレターの執筆者 

ビジネス・タックス・ロー・ニューズレター 

2013 年 5 月 
 

 

 

平成 25 年税制改正 

～法人課税に関する主要な改正点(国内編)～
 

 5 月号と 6 月号では、平成 25 年度税制改正のうち法人

税に関する改正の解説を行います。5 月号では国内税務

に関する改正を取り上げます。 

 

1. はじめに 

 

 組織再編税制では、繰越欠損金額の引継ぎや利用に係

る制限、及び特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入

について、適用範囲が拡大されました。この改正は、繰越

欠損金や含み損を抱えた資産を保有する会社との組織再

編による課税所得の圧縮防止規定において従来から存在

すると指摘されていた｢抜け穴｣を防ぐものといえます。 

 

 また、対象を中小企業等に限らない新たな設備投資促進

税制が創設されました。 

 

 このほか、延滞税と還付加算金の割合が変更され、納税

環境の整備が進みました。 

 

2. 繰越欠損金額の引継ぎ制限・利用制限の改正 

 

(1) 改正前の制度の概要 

 

 適格合併が、繰越欠損金額を保有する被合併法人との

間で行われた場合に、当該適格合併に係る被合併法人の

適格合併の日前 9 年以内に開始した各事業年度に生じた

欠損金額で控除や還付をされずに繰り越されてきたもの

(未処理欠損金額)があるときは、その未処理欠損金額は

合併法人が引継ぎます(残余財産が確定した法人(残余財

産確定法人)とその法人の完全親法人など(株主等法人)の

間でも同様です。法法 57 条 2 項１)。 

 

 もっとも、このような引継ぎを無条件に許すと課税所得の

圧縮に利用されるため、未処理欠損金額の引継ぎには一

定の制限があります。具体的には、合併法人及び株主等

法人(合併法人等)と被合併法人及び残余財産確定法人

(被合併法人等)との間に支配関係がある場合で、 

(ⅰ)その支配関係が(a)適格合併の日若しくは残余財産確

定の日の翌日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日

及び(b)合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のう

ち、最も遅い日から継続している場合、又は、 

(ⅱ)その適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合 

を除き、 

①支配関係が生じた日の属する事業年度(支配関係事業

年度)前の各事業年度の未処理欠損金額は一切引き継ぐ

ことができず、また、 

②支配関係事業年度以後の事業年度に生じた欠損金額

のうち、特定資産譲渡等損失額に相当する金額も引き継

げない 

こととされています(同条 3 項)。 

 

 また、逆に合併法人等の側で繰越欠損金額を保有して

いる場合にも、同趣旨の利用制限がされています(同条 4

項)。 

 

 なお、ここで「特定資産譲渡等損失額」とは、合併法人等

が(ⅰ)支配関係法人から特定適格組織再編成等により引

き継いだ資産で支配関係発生日前から有していた一定の

資産及び(ⅱ)支配関係発生日前から有していた一定の資

産の譲渡等により生じた損失の額から、これらの資産の譲

渡等により生じた利益の額を控除した額をいいます(下記

3.についても同じ)。 

 

(2) 問題の所在 

 

 しかし、ある法人(買収法人)が他の法人グループ全体を

買収した場合に、(ア)そのグループ内の法人において買収

後に発生した欠損金(買収後に実現した資産の含み損に
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係る損失)を、買収法人が直接適格合併等により引継ぐ場

合は、欠損金の引継ぎが制限される一方で、(イ)グループ

内の他の法人が適格合併等により欠損金を引き継いだ後

にさらに買収法人が適格合併等を行う場合は、引継ぎが

制限されないとの問題が指摘されていました。 

 

 例えば、A 社が、含み損を抱えた資産を保有する B 社を

長年子会社としている C 社の発行済株式の全部を取得

し、(ア)後に含み損を実現させた B 社を直接適格合併した

場合には、A 社は B 社の欠損金の引継制限を受けるのに

対し、(イ)一旦 C 社を合併法人として B 社と適格合併させ

て B 社の欠損金を C 社が引き継いだ後に、A 社が C 社を

適格合併した場合には、A 社は B 社の欠損金を引き継ぐ

ことが可能でした。 

 

(3) 改正の概要 

 

 そこで、上記(イ)の場合も、上記(ア)の場合と同様に繰越

欠損金の引継ぎまたは利用制限の対象とされました。具

体的には、上記(イ)の A 社との適格合併の日以前 2 年以

内の期間内に B 社と C 社との間で、 

①特定適格組織再編成等により、B 社から C 社に移転さ

れた資産の譲渡等損失によって生じた C 社の欠損金額の

部分 

②適格合併等により、B 社から C 社に引き継いだ欠損金

額のうち、特定資産譲渡等損失額から成る部分 

について、その後の C 社と適格合併等(みなし共同事業要

件なし)を行った A 社での引継ぎや利用は制限されること

となりました(新法令 112 条 6・7・8・11 項)。 

 

 なお、ここで「特定適格組織再編成等」とは、適格合併、

非適格合併で譲渡損益が繰り延べられるもの、適格分割

及び適格現物出資のうち、みなし共同事業要件を満たさな

いもの並びに適格現物分配をいいますので、みなし共同

事業要件を満たす場合はこれに該当しないことに留意して

下さい(下記 3.についても同じ)。 

 

3. 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度 

 

(1) 改正前の制度の概要 

 

 内国法人と支配関係がある法人(支配関係法人)との間

で、その内国法人を合併法人等とする特定適格組織再編

成等が行われた場合、その支配関係が(a)その合併法人

等の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度(特定

組織再編成事業年度)の開始の日の 5 年前の日及び(b)合

併法人等若しくは支配関係法人の設立の日のうち、最も遅

い日から継続している場合を除き、特定組織再編成事業

年度開始の日から同日以後 3 年を経過する日等までの期

間に生じた特定資産譲渡等損失額は、損金に算入されな

いこととされています(法法 62 条の 7 第 1 項)。 

 

(2) 問題の所在 

 

 しかし、2.(2)と同じく、(ア)の場合と(イ)の場合とで、特定

資産譲渡等損失額を損金に算入することが可能であるか

否かという点で課税上の取り扱いが異なるという問題が指

摘されていました。 

 

(3) 改正の概要 

 

 そこで、(イ)の場合も損金不算入となるように、特定資産

の範囲に、特定適格組織再編成等を行った法人が、その

前 2 年以内の期間内に支配関係がある他の法人から特

定適格組織再編成等によって移転を受けた一定の資産が

含まれることとなりました。(新法令 123 条の 8 第 12・15

項)。 

 

(4) まとめ(上記 2. 3.について) 

 

 2.(3)及び 3.(3)の改正により、組織再編を用いた欠損金

の引継ぎ・利用や資産の含み損の利用が制限される範囲

が拡大されることとなるため、組織再編を行うに際しては、

留意が必要です。 

 

4. 生産等設備投資促進税制の創設 

 

 平成 25 年度税制改正では、減少する国内投資に対処

するため、生産等設備投資促進税制が創設されました。同

税制は、一定の生産等設備を取得等してその内の機械装

置を国内事業に用いた場合、機械装置の取得価額の

30％相当額の特別償却又は 3％相当額の特別税額控除

のいずれかを選択適用できる制度です(新租特法 42 条の

12 の 2)。従前の設備投資促進税制２と異なり資本金の額

の基準がないため大企業も活用可能です。 

 

 なお、上記の特別償却と特別税額控除とのいずれを選

択すべきかについては、個別の事案ごとに検討されること

となりますが、特別税額控除を選択した場合、通常の減価

償却はなお可能です。
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5. 延滞税、還付加算金の見直し 

 

(1) 延滞税の割合の軽減について 

 

 延滞税の割合は、本則は年 14.6％です。但し、法定納期

限等の翌日から 2 ヶ月を経過する日までの期間は、早期

納付を促すため 7.3％(通則法 60 条 1・2 項)となっていま

す。さらに、この 7.3％の割合は、特例によって｢公定歩合

＋4％｣３(特例基準割合)に軽減されていました(租特法 93

条・94 条)。 

 

 しかし、特例による軽減を踏まえても昨今の低金利から

すれば高率で、納税者に過度の負担であること等が指摘

され、また、事後に納税しようにも延滞税を納付できない事

態も発生していました。 

 

 そこで、平成 26 年 1 月 1 日以後の期間に対応する延滞

税につき、新たな特例基準割合４を用いて計算することとな

り、延滞税の割合は、 

①法定納期限の翌日から 2 ヶ月経過後に係る部分は特例

基準割合＋7.3％、 

②法定納期限の翌日から 2 ヶ月を経過する日までに係る

部分は特例基準割合＋1％ 

に引き下げられます(新租特法 93 条・94 条)。 

 

 仮に日銀が公表している平成 24 年 5 月から平成 25 年

4 月までの短期貸出約定平均金利５を用いて試算すると、

特例基準割合は 1.9％、延滞税の割合は、①の部分は

9.2％、②の部分は 2.9％になると見込まれます。この引き

下げは、万一税務申告漏れがあった場合の負担軽減につ

ながります。 

 

(2) 還付加算金について 

 

 他方で、還付金等に加算される還付加算金の割合(現在

は 7.3％。通則法 58 条)も、新たな特例基準割合に引き下

げられます(新租特法 95 条)。(1)と同様に試算すると、年

1.9％になると見込まれます。 

 

 

 昨今の武富士事件(最判平成 23 年 2 月 18 日判時 2111

号 3 頁参照)では、課税処分取消に伴う還付金に約 400

億円の還付加算金が加算されましたが６、この引き下げに

よって、課税当局にとっても更正処分等のハードルが下が

ることになると思われます。 

以 上 

                                                 
１
  本稿では以下のとおり略記します。法人税法＝法法、法人税法施

行令＝法令、租税特別措置法＝租特法、国税通則法＝通則法。

また｢新｣とあるものは、平成 25 年改正後の規定を指します。 
２
  例えば、租特法 42 条の 6 の特例を受けられるのは、中小企業者

(資本金の額が 1 億円以下である等)に限られています。 
３
  例えば、平成 22 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日までの期

間は、年 4.3％です。 
４
  各月ごとの短期貸出約定平均金利を前々年の 10 月から前年の 9

月まで合計し 12 で除して得た割合に年 1％を加算した割合をいい

ます。 
５
  http://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/yaku/index.htm/ 

６
  平成 23 年 2 月 19 日日本経済新聞朝刊 3 面等。 


